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環
境
県
民
運
動
の
展
開

環
境
先
進
県
づ
く
り
は
、
県
民
や
企

業
な
ど
す
べ
て
の
み
な
さ
ん
と
の
協
働

が
な
け
れ
ば
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
（
民
間
非
営

利
組
織
）
や
企
業
、
市
町
村
と
県
と
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
り
、
環
境
へ
の

負
担
を
減
ら
す
取
り
組
み
を
始
め
て
い

ま
す
。
例
え
ば
、
こ
れ
ま
で
に
次
の
よ

う
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

◎
夏
の
一
定
期
間
、
冷
房
を
弱
く
し
て

も
快
適
に
仕
事
が
で
き
る
よ
う
、
ネ
ク

タ
イ
や
上
着
を
着
用
し
な
い
な
ど
軽
装

で
仕
事
を
す
る
「
エ
コ
ス
タ
イ
ル
」
を

推
進
し
ま
し
た
。

◎
県
民
、
N
P
O
、
学
識
経
験
者
等
の

み
な
さ
ん
を
メ
ン
バ
ー
と
し
て
昨
年
２

月
に
設
立
さ
れ
た
「
三
重
環
境
県
民
会

議
」
が
、
県
の
拠
出
に
よ
る
３
億
円
の

基
金
を
活
用
し
て
、
自
主
的
な
環
境
活

動
に
取
り
組
む
グ
ル
ー
プ
等
を
支
援
し

て
い
ま
す
。

今
後
も
い
ろ
い
ろ
な
提
案
を
し
て
い

き
ま
す
。

三
重
県
公
害
防
止
条
例

の
改
正

環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み
が
進
む
中
、

今
年
３
月
に
、「
三
重
県
公
害
防
止
条

例
」
が
「
三
重
県
生
活
環
境
の
保
全
に

関
す
る
条
例
」
に
改
正
さ
れ
ま
し
た
。

昭
和
46
（
１
９
７
１
）
年
に
制
定
さ

れ
た
公
害
防
止
条
例
で
は
、
産
業
公
害

を
防
止
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て

い
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
回
の
改
正
で
、

公
害
の
防
止
に
加
え
、
身
近
な
生
活
環

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１

環
境
問
題
の
解
決
に
向
け
、
県
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま

す
が
、
そ
の
一
つ
が
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０

０
１
の
取
り
組
み
で
す
。

県
で
は
、
ま
ず
、
自
ら
の
出
す
ご
み

の
量
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
費
量
を
削
減

し
、
県
の
仕
事
に
よ
っ
て
生
じ
る
環
境

へ
の
負
担
を
小
さ
く
す
る
方
法
と
し
て
、

Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
を
取
り
入
れ
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
※

国
際
標
準
化
機
構
（
Ｉ

Ｓ
Ｏ
）
が
定
め
た
環
境
管
理
シ
ス
テ
ム

に
関
す
る
規
格
で
、「
環
境
Ｉ
Ｓ
Ｏ
」
と

も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
規
格
に
適
合
し

た
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
と
認
め
ら

れ
た
企
業
・
団
体
等
が
認
証
さ
れ
、
認

証
後
も
継
続
的
に
取
り
組
ん
で
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

県
庁
で
は
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
の

導
入
の
結
果
、
平
成
11
（
１
９
９
９
）

年
度
に
は
、
前
年
度
に
比
べ
、
地
球

温
暖
化
の
原
因
と
な
る
二
酸
化
炭
素
の

発
生
を
２
５
８
・
１
ト
ン
（
炭
素
換

算
量
）
削
減
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
こ
れ
は
、
50
年
生
の
ス
ギ
林
76

ヘ
ク
タ
ー
ル
が
１
年
間
に
吸
収
す
る
量

に
当
た
り
ま
す
。

県
庁
に
続
き
、
平
成
12
（
２
０
０
０
）

年
度
に
は
、
す
べ
て
の
県
民
局
が
Ｉ
Ｓ

Ｏ
１
４
０
０
１
の
認
証
を
受
け
ま
し
た
。

ま
た
、
県
内
の
事
業
所
の
認
証
取
得

率
は
、
現
在
全
国
第
２
位
で
す
が
、
日

本
一
に
な
る
よ
う
、
企
業
等
へ
の
普
及

も
進
め
て
い
ま
す
。

※
国
際
標
準
化
機
構
（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
）

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の

国
際
的
な
規
格
を
定
め
て
い
る
組
織
。
ス
イ
ス
の
ジ
ュ
ネ

ー
ブ
に
本
部
が
あ
る
。

シ
リ
ー
ズ

環
境
先
進
県
づ
く
り

環
境
先
進
県
づ
く
り

20
世
紀
後
半
、
私
た
ち
は
大
量
生
産
、

大
量
消
費
、
大
量
廃
棄
と
い
う
生
活
様

式
を
続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、

便
利
さ
と
引
き
換
え
に
深
刻
な
環
境
問

題
を
抱
え
た
ま
ま
、
21
世
紀
を
迎
え
て

い
ま
す
。

今
ま
で
の
生
活
様
式
を
改
め
、
三
重

県
が
先
頭
に
立
っ
て
、
環
境
へ
の
負
担

の
少
な
い
「
循
環
型
社
会
」
へ
移
行
し

よ
う
と
い
う
取
り
組
み
が
「
環
境
先
進

県
づ
く
り
」
で
す
。
環
境
先
進
県
と
な

る
た
め
に
は
、
県
民
・
企
業
の
み
な
さ

ん
と
行
政
が
協
力
し
、
県
全
体
で
取
り

組
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

県
政
だ
よ
り
み
え
で
は
、
み
な
さ
ん

と
共
に
環
境
問
題
を
考
え
る
た
め
、
今

月
か
ら
、
シ
リ
ー
ズ
「
環
境
先
進
県
づ

く
り
」
を
掲
載
し
て
い
き
ま
す
。

環境県民運動の展開�

各種団体� NPO

企業�

市町村�

県�

三
重
環
境
県
民
会
議�

企
業
環
境
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
み
え�

県・市町村環境�
協働・連携会議�

環
境
創
造
活
動
を
進
め
る
三
重
県
民
の
会�

境
か
ら
地
球
環
境
に
至
る
ま
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
環
境
問
題
に
対
応
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
発
生

を
抑
制
す
る
た
め
、
法
律
で
規
制
さ
れ

て
い
な
い
簡
易
な
焼
却
施
設
の
使
用
や

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
焼
却
が
禁
止
さ
れ

ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
自
動
車
の
駐
車
時
の
ア

イ
ド
リ
ン
グ
の
禁
止
、
生
活
排
水
に
よ

る
水
質
汚
濁
の
防
止
、
産
業
廃
棄
物

の
適
正
処
理
、
放
置
さ
れ
て
い
る
自
動

車
の
撤
去
、
地
球
温
暖
化
や
オ
ゾ
ン
層

の
破
壊
の
防
止
な
ど
の
内
容
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
ま
す
。

三
重
県
リ
サ
イ
ク
ル
製
品

利
用
推
進
条
例
の
制
定

三
重
県
公
害
防
止
条
例
の
改
正
と
同

じ
く
、
今
年
３
月
、
議
員
提
案
に
よ
る

「
三
重
県
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
利
用
推
進
条

例
」
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

リ
サ
イ
ク
ル
製
品
と
は
、
今
ま
で
な

ら
捨
て
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
物
を
、
原

材
料
や
部
品
と
し
て
再
利
用
し
、
生
産

さ
れ
た
製
品
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

条
例
の
主
な
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。
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●
み
ん
な
で
取
り
組
み
ま
す

◎
県
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
利
用
を

推
進
す
る
た
め
、
積
極
的
な
取
り
組
み

を
行
い
ま
す
。

◎
県
民
・
事
業
者
の
み
な
さ
ん
に
は
、

物
を
買
っ
た
り
借
り
た
り
す
る
と
き
は
、

で
き
る
だ
け
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
を
選
ぶ

よ
う
に
努
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●「
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
」
を
認
定
し
ま
す

◎
申
請
に
基
づ
き
、
県
は
、
生
産
場
所
、

原
材
料
、
環
境
面
等
の
基
準
に
適
合
す

る
製
品
を
「
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
」
と
し

て
認
定
し
ま
す
。

◎
県
は
、
認
定
し
た
リ
サ
イ
ク
ル
製
品

を
、
性
能
、
品
質
、
価
格
等
を
考
慮
し

な
が
ら
、
優
先
的
に
使
用
す
る
よ
う
努

め
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
使
用
状
況
を
毎

年
度
公
表
し
ま
す
。

第
10
回
地
球
環
境
大
賞
の

「
優
秀
環
境
自
治
体
賞
」

受
賞
が
決
定

「
環
境
先
進
県
づ
く
り
」
の
取
り
組
み

が
評
価
さ
れ
、
三
重
県
は
、
第
10
回
地

球
環
境
大
賞
の
「
優
秀
環
境
自
治
体
賞
」

を
受
賞
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

地
球
環
境
大
賞
は
、
人
と
自
然
の
共

生
、
産
業
の
発
展
と
地
球
環
境
の
共
生

に
向
け
、
環
境
保
全
活
動
に
貢
献
し
て

い
る
企
業
や
自
治
体
を
表
彰
す
る
も
の

で
す
。
世
界
最
大
の
民
間
自
然
保
護
団

体
で
あ
る
「
財
団
法
人
世
界
自
然
保
護

基
金
」
の
日
本
委
員
会
が
協
力
、
経
済

産
業
省
、
環
境
省
、
文
部
科
学
省
が
後

援
し
て
、
東
京
に
本
社
の
あ
る
新
聞
社

が
毎
年
実
施
し
て
い
ま
す
。

「
優
秀
環
境
自
治
体
賞
」
は
、
自
治

体
が
応
募
で
き
る
部
門
と
し
て
第
７
回

か
ら
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
三
重
県
は
、

都
道
府
県
で
は
全
国
で
３
番
目
の
受
賞

に
な
り
ま
す
。

贈
賞
式
は
４
月
18
日（
水
）
に
東
京
で

行
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
の
生
活
様
式
を
変
え
、
循

環
型
社
会
を
築
く
こ
と
は
簡
単
な
こ
と

で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
実
現
に
向
け
、

み
な
さ
ん
と
の
協
働
に
よ
り
、「
環
境
先

進
県
づ
く
り
」
を
さ
ら
に
進
め
て
い
き

ま
す
。

◎
県
は
、
認
定
し
た
リ
サ
イ
ク
ル
製
品

に
関
す
る
情
報
を
公
表
し
ま
す
。

◎
県
が
認
定
し
た
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
に

は
、
認
定
さ
れ
た
製
品
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
よ
う
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

◎
県
が
認
定
し
た
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
を

生
産
す
る
者
は
、
毎
年
検
査
を
行
い
、

そ
の
製
品
の
性
能
や
品
質
を
維
持
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

条
例
は
10
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
、

県
が
行
う
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
認
定
も

同
じ
日
か
ら
開
始
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
県
だ
け
で
は
な
く
、

県
民
・
事
業
者
の
み
な
さ
ん
に
も
、
積

極
的
に
リ
サ
イ
ク
ル
製
品
の
利
用
を
推

進
し
て
い
た
だ
け
る
仕
組
み
と
な
っ
て

い
ま
す
。
循
環
型
社
会
を
築
く
た
め
、

み
な
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

「
こ
れ
は
人
権
に
か
か
わ
る
問
題
だ

と
思
う
け
れ
ど
、
だ
れ
に
も
相
談
で

き
な
い
。」

「
悩
ん
で
い
る
友
達
の
力
に
な
り
た

い
ん
だ
け
ど
…
。」

こ
の
よ
う
に
お
悩
み
の
方
は
、
県

人
権
セ
ン
タ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

セ
ン
タ
ー
で
は
、
み
な
さ
ん
の
人

権
を
守
る
た
め
、
人
権
に
関
す
る
あ

ら
ゆ
る
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。
職

場
や
学
校
、
家
庭
、
地
域
で
の
、
同

和
問
題
、
女
性
や
子
ど
も
、
高
齢
者

等
の
人
権
に
か
か
わ
る
問
題
に
つ
い

て
、
電
話
・
面
接
に
よ
り
、
相
談
を

お
受
け
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
弁
護
士
や
大
学
教
授
に
よ

る
「
法
律
相
談
」、
心
の
悩
み
に
つ
い

て
の
「
心
理
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る

相
談
」
も
行
っ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ

も
無
料
で
す
が
、
予
約
が
必
要
で
す

の
で
、
ま
ず
、
お
電
話
く
だ
さ
い
。

さ
ら
に
、
県
内
に
は
た
く
さ
ん
の

専
門
相
談
機
関
が
あ
り
ま
す
の
で
、

そ
れ
ら
の
機
関
を
紹
介
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。

こ
の
ほ
か
、
学
校
や
事
業
所
等
で

の
人
権
・
同
和
教
育
の
進
め
方
や
研

修
資
料
に
関
す
る
相
談
も
お
受
け
し

て
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
、
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

一
口
コ
ラ
ム

同
和
問
題
の
解
決
の
た
め
に

み
な
さ
ん
の
人
権
を
守
る
た
め
に

〜
「
人
権
相
談
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
〜

相 談 案 内
※すべて無料です。

※所在地は、各センターとも

津市一身田大古曽６９３－１です。

人権センター 人権相談

1０５９（２３３）５５００
◎相談員による相談

月～金曜日　９時～17時

◎弁護士等による法律相談（要予約）

毎週水曜日　13時～16時

◎心理カウンセラーによる悩み相談（要予約）

第４木曜日　９時～12時

労働対策センター 労働相談（労働問題にかかわる相談）

1０５９（２３３）５５１６
月～金曜日　９時～17時

同和教育センター 教育相談

主に教職員や行政職員を対象に、同和教育を

進める上での悩みや課題について共に考えます。

1０５９（２３３）５５２２
月～金曜日　９時～17時

※人権にかかわる相談窓口を11ページで、女性相談所を９
ページで紹介しています。ご覧ください。

事業者�

品質等の維持�表示�

認定�

公表�

申請�

県民�

リサイクル製品の利用�

県�

リサイクル製品の�
利用・公表�

リサイクル製品の認定�

問
い
合
わ
せ
先

環
境
創
造
室
（
生
活
環
境
の
保
全
に
関

す
る
条
例
）

1
０
５
９
・
２
２
４
・
２
４
１
１

環
境
政
策
課
（
リ
サ
イ
ク
ル
条
例
ほ
か
）

1
０
５
９
・
２
２
４
・
２
３
０
９

5
０
５
９
・
２
２
４
・
３
０
２
４

電
子
メ
ー
ルkankyo@

pref.m
ie.jp


